
 

仕様書 

 

 

本仕様書は和歌山市農業再生協議会（以下「委託者」という）が、発注する「経営所得安

定対策事業に関する調査支援業務」（以下「本業務」という）について、受託者にその作業

内容を定めたものである。 

 

１ 作業数量等 

   本業務における作業数量は、以下のとおり想定している。 

なお、受託者より報告した調査結果に対し作業数量の増減がある場合、委託者と協議のう

え、設計変更協議を行うものとする。 

（１）申請者数    100名（水田活用の直接支払交付金における申請者を対象） 

（２）調査筆数            600筆（水田活用の直接支払交付金における農地筆を対象） 

（３）簡易測定      50筆（水田活用の直接支払交付金における農地筆を対象） 

  

２ 基礎データ作成及び対象者の判定 

（１）委託者より貸与する共済データ（最新版）を基に、経営所得安定対策等交付金交付申請

書に記載の「交付申請の内容」の情報を付加し、申請者所有の農地筆の集計・計算結果か

ら交付金対象であるか判定を行うための基礎データを作成するものとする。 

（２）共済データにおいて地番の不明等により位置特定が困難な場合は、委託者へ問い合わせ

し、指示を受けるものとする。 

（３）作成した基礎データから、水稲作付面積、水田面積の割合計算から基準値の判定を行う

ものとする。 

（４）判定を行った結果から、交付金対象者が所有している農地のうち、水田活用の交付金申

請の対象農地筆について、一覧表にとりまとめるものとする。 

（５）現地調査対象農地筆を夏野菜（7月頃現地調査実施）、秋冬野菜（10月頃現地調査実

施）に振り分けるものとする。 

 

３ 調査対象農地筆図面出力 

（１）判定結果から現地の確認が必要な対象筆について、委託者より貸与する地番図及び航

空写真を参考に対象農地筆の範囲入力を行うものとする。 

（２）対象農地筆の範囲入力に際し不一致がある場合は、委託者に一覧表を提出し、指示を

受けるものとする。 

（３）範囲入力を終えた情報は航空写真を重ね合わせ、1/1,000程度を標準とした出力図を作成

するものとする。 

 

４ 現地調査 

 （１）出力した図面より、申請者の対象農地筆について、申請内容の確認を現地にて行うもの

とする。調査内容は、加算品目の有無等の条件にあわせ、以下の一覧表のとおりとする。 

 



作物 
加算品目（なす・冬瓜・胡瓜・生姜） 

及び その他野菜、その他果樹 
左記以外（米穀類を除く） 

現地確認 申請どおり 差異あり 申請どおり 差異あり 加算品目あり 

現地簡易測定 － ○ － － ○ 

現地写真 ○ ○ ○ ○ ○ 

 ※「○」＝必要、「－」＝不必要 

 

（２）現地簡易測定については、現地にて作付状況の変化部分を確認し、テープ等を用いて辺

長の計測を行うものとする。 

（３）対象の農地筆について１筆につき１枚の現地写真撮影を行うものとする。また、加算４

品目（なす・冬瓜・胡瓜・生姜）の申請があった農地筆については、作物の確認が出来る

写真もあわせて取得するものとする。 

（４）その他野菜は加算品目以外の野菜、花類とし、品目の細別は問わず一括りとして取り扱

うものとする。 

（５）対象筆の位置が、不明確な場合や困難な箇所については、委託者へ報告するものとし、

受託者と協議し委託者の指示を受けるものとする。 

 （６）現地簡易測定の結果は、委託者より貸与する地番図データに展開して、座標値を算出し、

面積座標計算ソフトにより、面積計算を行うものとする。計算した結果については、面積

測定図に取りまとめるものとする。 

 

 ５ データ更新 

 （１）現地調査にて対象農地筆の変更（面積、作物名等）があった場合、変更農地筆の変更内

容を手書きにて記載し、委託者に提出するものとする。 

 （２）提出した資料に基づき、更新された共済データ（更新データ）について、戸別補償管理

システム（Access版）に反映を行うものとする。 

 （３）現地確認調査にて作成した出力図、調査前共済データ（ハードコピー）及び現地調査に

より得られた現地状況写真、面積測定図をスキャニングし、格納を行うものとする。 

 

 ６ 成果品とりまとめ 

 （１）全申請者について、申請番号順に出力を行い報告書としてとりまとめるものとする。 

 

 ７ 成果品 

 （１）出力図面（地番図・航空写真 1/1,000程度 A3サイズ） 600枚 

 （２）面積測定結果図         50筆 

 （３）現地状況写真画像データ     600筆 

 （４）面積測定図表         50筆 

 （５）上記スキャニングデータ（システムに格納）       1式 

 （６）戸別補償管理システム更新データ（システムに格納）      1式（1回） 

（７）調査結果報告書（ファイル綴じ）        1式 

 （８）その他協議のうえ決定した資料等        1式 


